
 

   古賀市スポーツ推進審議会条例  

 

（設置）  

第１条  スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３１条の規定に基づ

き、古賀市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条  審議会は、古賀市スポーツ振興基本計画その他のスポーツの推進に

関する重要事項について、古賀市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

の諮問に応じて調査審議し、答申する。  

（組織）  

第３条  審議会は、委員１５人以内をもって組織する。  

２  審議会の委員（以下「委員」という。）は、スポーツ又は健康づくりに

関する学識経験を有する者及び関係団体の構成員その他教育委員会が必

要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。  

（任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 委員は、再任されることができる。  

（委任）  

第５条  この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。  

 

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  


